
 

薩摩川内市障害者福祉整備推進特区 

 

都道府県名： 
鹿児島県 

申請主体名： 薩摩川内市 

区域の範囲： 薩摩川内市の全域 

 

 

特区の概要：  現在運営している児童デイサービス事業を、知的障害児通園

施設及び児童デイサービス施設へ事業形態を変更するにあた

り、老朽化、狭隘化している既存施設の整備計画を進めている

ところであるが、通園施設で必要となる給食を民間に委託でき

る特例を活用することにより、より質の高い給食サービスの提

供を見込む。併せて、節減された経費により、福祉職員の質・

量を充実させることで、療育の充実を図る。 

 

適用される規制

の特例措置： 

・肢体不自由児施設等における調理業務の外部委託の容認 

 

 

 

薩摩川内市 


